
独自捜査事件における録音・録画の実施状況

１ 録音・録画を実施した事件数

平成２４年１０月から同２５年２月末までに報告があった事件（５３件）の

うち，録音・録画を行った事件は，５１件（約９６．２パーセント）で，録音

・録画を１回も実施しなかった事件は，２件（約３．８パーセント）である。

【図１】

また，取調べの録音・録画を行った５１件のうち，取調べの全過程の録音・

録画を行ったものは３１件（約６０．８パーセント）である。

（参考）

１ 平成２３年４月から同２４年４月までの間に報告があった事件（９８件）のうち，録音

・録画を行った事件は，９１件（約９２．９パーセント）で，録音・録画を１回も実施

しなかった事件は，７件（約７．１パーセント）であった。

また，取調べの録音・録画を行った９１件のうち，取調べの全過程の録音・録画を行っ

たものは，３９件（約４２．９パーセント）であった。

２ 平成２４年５月から同年９月までの間に報告があった事件（５６件）のうち，録音・録

画を行った事件は，５３件（約９４．６パーセント）で，録音・録画を１回も実施しな

かった事件は，３件（約５．４パーセント）であった。

また，取調べの録音・録画を行った５３件のうち，取調べの全過程の録音・録画を行っ

たものは３１件（約５８．５パーセント）であった。

２ 取調べ時間と録音・録画時間との関係

平成２４年１０月から同２５年２月末までに報告のあった取調べの録音・録

画を行った事件全体（５１件）について，総取調べ時間に占める総録音・録画

【図１】対象事件における録音・録画の実施率
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時間の割合を見ると，約７２．７パーセントとなっており，１事件当たりの平

均録音・録画時間は，約４１時間４４分となっている。

このうち，取調べの全過程を録音・録画した事件（３１件）における１事件

当たりの平均録音・録画時間は，約５１時間５８分であり，取調べの一部を録

音・録画した事件（２０件）における，総取調べ時間に占める総録音・録画時

間の割合は，約３８．５パーセント，１事件当たりの平均録音・録画時間は，

約２５時間５１分となっている。

（参考）

１ 平成２３年４月から同２４年４月までの間に報告があった取調べの録音・録画を行った

事件全体（９１件）については，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合は，約

５１．４パーセント，１事件当たりの平均録音・録画時間は，約３２時間１０分であっ

た。

このうち，取調べの全過程を録音・録画した事件（３９件）における１事件当たりの平

均録音・録画時間は約５４時間３５分であり，取調べの一部を録音・録画した事件（５

２件）における，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合は，約２２．４パーセ

ント，１事件当たりの平均録音・録画時間は，約１５時間２１分である。

２ 平成２４年５月から同年９月までの間に報告があった取調べの録音・録画を行った事件

全体（５３件）について，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合を見ると，約

７０パーセントとなっており，１事件当たりの平均録音・録画時間は，約３７時間４８

分であった。

このうち，取調べの全過程を録音・録画した事件（３１件）における１事件当たりの平

均録音・録画時間は，約５５時間３９分であり，取調べの一部を録音・録画した事件（２

２件）における，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合は，約３０．６パーセ

ント，１事件当たりの平均録音・録画時間は，約１５時間１分である。



裁判員裁判対象事件における録音・録画の実施状況

１ 録音・録画を実施した事件数

平成２４年１０月から平成２５年２月末までに報告があった事件（１８２５

） ， ， （ ． ）件 のうち 録音・録画を行った事件は １７１６件 約９４ ０パーセント

で，録音・録画を１回も実施しなかった事件は，１０９件（約６．０パーセン

ト）である。

このうち，裁判員裁判対象事件の罪名で公判請求した事件（６９７件）に限

って見ると，録音・録画を行った事件は，６８４件（約９８．１パーセント）

， ， （ ． ）で 録音・録画を１回も実施しなかった事件は １３件 約１ ９パーセント

である 【図１】。

また，取調べの録音・録画を行った１７１６件のうち，検察官の取調べの全

， （ ． ） 。過程の録音・録画を行ったものは ８７８件 約５１ ２パーセント である

， ，このうち 裁判員裁判対象事件の罪名で公判請求した６８４件に限って見ると

全過程の録音・録画を行ったものは，３８０件（約５５．６パーセント）であ

る。

（参考）

１ 平成２３年９月から平成２４年４月までの間に報告のあった事件（２４６５件）に

おける録音・録画実施件数は，１９０６件（約７７．３パーセント）で，不実施件数

は，５５９件（約２２．７パーセント）であった。裁判員裁判対象事件の罪名で公判

（ ） ， （ ． ），請求した事件 １００５件 に限ると 実施件数は９４６件 約９４ １パーセント

不実施件数は，５９件（約５．９パーセント）であった。
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また，取調べの録音・録画を行った１９０６件のうち，全過程の録音・録画を行っ

たものは，３９９件（約２０．９パーセント）であり，裁判員裁判対象事件の罪名で

公判請求した９４６件に限ると，全過程の録音・録画を行ったものは１８２件（約１

９．２パーセント）であった。

２ 平成２４年５月から同年９月までの間に報告のあった事件（１４４８件）における

録音・録画実施件数は，１２４７件（約８６．１パーセント）で，不実施件数は，２

０１件（約１３．９パーセント）であった。裁判員裁判対象事件の罪名で公判請求し

た事件（４９６件）に限ると，実施件数は４７１件（約９５．０パーセント ，不実）

施件数は，２５件（約５．０パーセント）であった。

また，取調べの録音・録画を行った１２４７件のうち，全過程の録音・録画を行っ

たものは，５６５件（約４５．３パーセント）であり，裁判員裁判対象事件の罪名で

公判請求した４７１件に限ると，全過程の録音・録画を行ったものは２４６件（約５

２．２パーセント）であった。

２ 取調べ時間と録音・録画時間との関係

平成２３年７月以降，録音・録画を行った事件について，取調べ時間中に占

める録音・録画時間の割合を月別に見ると，以下のとおりである 【図２】。
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【図2】 取調べ時間中の録音・録画時間割合



平成２４年１０月から平成２５年２月末までに報告のあった取調べの録音・

録画を行った事件（１７１６件）について，総取調べ時間に占める総録音・録

画時間の割合を見ると，約８１．４パーセントとなっており，１事件当たりの

平均録音・録画時間は，約４時間７分となっている。

このうち，取調べの全過程を録音・録画した事件（８７８件）における１事

件当たりの平均録音・録画時間は，約５時間４４分であり，取調べの一部を録

音・録画した事件（８３８件）における，総取調べ時間に占める総録音・録画

， ． ， ，時間の割合は 約５３ ２パーセント １事件当たりの平均録音・録画時間は

約２時間２５分となっている。

(参考）

１ 平成２３年９月から平成２４年４月までの間における録音・録画実施事件（１９０６

件）について見ると，取調べの全過程を録音・録画した事件（３９９件）における１

事件当たりの平均録音・録画時間は約７時間１２分であり，取調べの一部を録音・録

画した事件（１５０７件）における１事件当たりの平均録音・録画時間は，約４時間

２１分である。

２ 平成２４年５月から同年９月までの間における録音・録画実施事件（１２４７件）に

ついて見ると，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合は，約６６．２パーセ

ントで，１事件当たりの平均録音・録画時間は，約５時間１１分である。このうち，

取調べの全過程を録音・録画した事件（５６５件）における１事件当たりの平均録音

・録画時間は，約５時間２１分であり，取調べの一部を録音・録画した事件（６８２

件）における，総取調べ時間に占める総録音・録画時間の割合は，約５２．５パーセ

ントである。



知的障がいによりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する取調べ

の録音・録画の実施状況

１ 録音・録画を実施した事件数

試行開始以降の録音・録画実施件数について時期ごとに分類したものが，下

記の表である。平成２４年１０月から平成２５年２月までの間に，録音・録画

を実施した旨報告のあった事件は，４４３件である。

平成２４年１０月から平成２５年２月までの間に，試行対象事件に該当する

と判断したものの，録音・録画を１回も実施しなかった事件は１０件である。

２ 録音・録画の範囲別内訳

録音・録画を実施した事件について 「取調べの全過程の録音・録画を実施，

した事件 「準全過程の録音・録画を実施した事件（注 「取調べの一部の」， ）」，

録音・録画を実施した事件」について，各件数を分類したものが図１－１及び

図１－２である。

図１－１は，平成２４年５月から同年９月までの間のものであり，図１－２

が，平成２４年１０月から平成２５年２月までの間のものである。

（注）事件の送致を受けた段階では，被疑者に知的障害によりコミュニケーション能力等に問題がある

ことを把握できなかったため録音・録画を実施しなかったものの，知的障害によりコミュニケーシ

ョン能力等に問題があることが判明した後の検察官による全ての取調べについて録音・録画をした

事件。

取調べの録音・録画を実施した事件数 1427件 １か月平均

平成２３年４月～同年６月 31件 10.3件

平成２３年７月～同年９月 52件 17.3件

平成２３年１０月～平成２４年４月 457件 65.3件

平成２４年５月～同年９月 444件 88.8件

平成２４年１０月～平成２５年２月 443件 88.6件

【表】 録音・録画の実施件数



３ 録音・録画を実施した事件の処分別内訳

平成２４年１０月から平成２５年２月までの間に，実施報告のあった事件の

処分別内訳は，図２のとおりである。

４ 録音・録画時間

対象事件として録音・録画を実施した事件における取調べ時間と録音・録画

時間の各合計は，図３－１及び図３－２のとおりである。

図３－１が平成２４年５月から同年９月までの間のものであり，図３－２が

平成２４年１０月から平成２５年２月までの間のものである。
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【図２】録音・録画を実施した事件の処分状況
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なお，１件当たりの平均録音・録画時間は，平成２４年５月から同年９月ま

でまでの間が約２時間１７分，平成２４年１０月から平成２５年２月までの間

が約１時間３０分となっている。

５ 心理・福祉関係者による取調べの助言及び立会い

平成２５年２月末までに取調べの助言及び立会いを実施した件数は，合計

東京４件，横浜２件，大阪３件，京都２件，名古屋１件，広島１件，長崎１４件（

）である。１件

【図３－１】録音・録画の実施時間
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【図３－２】録音・録画の実施時間
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精神の障害等により責任能力の減退・喪失が疑われる被疑者等に対する取調べの

録音・録画の実施状況

１ 録音・録画を実施した事件数

試行開始（平成２４年１１月１日）から平成２５年２月までの間に，録音・

録画を実施した旨報告のあった事件は，５４８件である。

この間に，試行対象事件に該当すると判断したものの，録音・録画を１回も

実施しなかった事件は１２件である。

２ 録音・録画の範囲別内訳

録音・録画を実施した事件について 「取調べの全過程の録音・録画を実施，

した事件 「準全過程の録音・録画を実施した事件（注 「取調べの一部の」， ）」，

録音・録画を実施した事件」について，各件数を分類したものが図１である。

（注）事件の送致を受けた段階では，被疑者に精神の障害等により責任能力の減退・喪失が疑われるこ

とを把握できなかったため録音・録画を実施しなかったものの，精神の障害等により責任能力の減

退・喪失が疑われることが判明した後の検察官による全ての取調べについて録音・録画をした事

件。

３ 録音・録画を実施した事件の処分別内訳

試行開始から平成２５年２月までの間に，実施報告のあった事件の処分別内

訳は，図２のとおりである。

【図１】録音・録画の範囲別内訳
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４ 録音・録画時間

試行開始から平成２５年２月までの間に，対象事件として録音・録画を実施

した事件における取調べ時間の合計は，１３１０時間９分であり，このうち録

音・録画時間の合計は，１０５７時間４６分である（図３ 。）

１事件当たりの平均録音・録画時間は，約１時間５６分となっている。
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【図２】録音・録画を実施した事件の処分状況

公判請求 略式命令請求 不起訴 家裁送致

全過程の録音・録画を実施
した事件

準全過程の録音・録画を実施
した事件

一部の取調べにつき録音・録
画を実施した事件
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50.4% 38.7%
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57.9%

1件
0.4%

7件
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35件
36.8%

5件
5.3%

30件
13.8%

【図３】録音・録画の実施時間
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